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建築可能範囲

建築可能範囲

Ａ

Ａ
給食センターの建
物本体を建築可能
な範囲

B

B

受水槽、キュービ
クル、室外機など
建築設備機器等の
設置が可能な範囲
※建物を一体的に
この区域まで建築
は不可

敷地周辺条件図

隣地（建物なし）

隣地（流鏑馬練習場）

隣地（テニスコート）

接道６ｍ
建築基準法42条1項5号

C

C ・搬出入車両スペー
スとして使用可能
・来訪者駐車場、
憩いの広場遊歩道と
西側道路をつなぐ通
路を設けること。
・既存のテニスコー
トは撤去予定
※テニスコートの撤
去とも調整を行い設
計を進めること。

凡例等

現在いこいの広場遊歩道
となっているが撤去して
使用可能
※撤去する場合は既存の
電灯等の付け替えなども
考慮すること。
また盛り土の撤去も配慮
すること。

現在土盛りしてあ
るが撤去して使用
可能



記載の面積等はCAD上での参考面積となります

建築可能範囲 拡大 資料3

送水管から2.6mの
離隔をとること

送水管1100φ
（土被りGL‐1500）

設計にあたり
留意すること

擁壁が埋設

敷地条件図

※以前建っていた建築物の残存基礎杭
L:15m×24本（600φ）


